
別表第１（第５条関係)

【事務事業の基本的事項】

課 係

会計 1款 1項 1目

年度 ～ 平成 年度

【事務事業の実施内容】

【事務事業の推移】
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事業の内容
（どのような業務、活動

を行うのか）

事業の対象
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効
果
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指標

成果
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自主財源／決算額

決算額（予算額）／利用者

要支援者及び要介護者（要認定）

公共事業 施設維持管理

直営（一部民間委託） 民間委託(全部)

（単位：千円）

90

18年度決算額

11,735

88

事 務 区 分

根 拠 法 令 等

性 質 区 分

事業の目的・意図
（どういう状態にしたい

のか）

予 算 費 目

運 営 方 法

市民サービス

介護保険法・老人福祉法　他

自治事務

事 業 期 間

一般管理費介護保険特別

53,645

作成者

法定受託事務

施設の維持管理業務を実施する。給食業務については、民間業者へ委託している。

54

総務費

補助金

全ての生命を慈しむ健康福祉のまち

要支援者及び要介護者を養護することを目的とする。

直　営

担 当 課 係 名 特養たざわこ清眺苑

新規／継続の区分

総 合 計 画 で の
位 置 づ け

基本計画 高齢者福祉と介護保険事業の充実

介護サービスの確保

平成

施策の大綱

施設管理費

事 務 事 業 評 価 シ ー ト
評価対象年度 平成 19 年度

事 務 事 業 名 清眺苑　一般管理費

草彅郁太郎

54,028
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53,154



【事務事業の今までの成果】

【事務事業を取巻く環境】

【一次評価】

※一次評価の判定がＢ～Ｄのときは、下記に必ず記入すること。

【二次評価】

判 定 事 業 の 方 向 性 判 定 に 至 っ た 理 由

Ｂ
Ａ 現状のまま継続（実施）

有効性や必要性は十分に認められるが、市
が直営で行う妥当性がやや低い評点とな
り、B判定となった。

Ｂ 見直しの上で継続（実施）

Ｃ 大幅な見直しの上で継続（実施）

Ｄ 休止・廃止（統合を含む）を検討する事業

【具体的な今後の取組内容（改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。）

老人福祉施設等の市直営について、民営化等（譲渡・委託等）を検討する。

要支援者及び要介護者を短期間又は入所させ養護（介護サービスを提供）している。

国・県・他自治体の動向

事業に対する市民の意見
（事業に対する期待、要望、苦情等）

老人福祉施設は、介護保険法施行以降民間事業者が先導的役割を担うように
なり、自治体の直営施設については、民間活力導入による民営化等（譲渡・
委託等）が検討・実施されている状況である。

要支援・要介護状態者の養護については、年々需要が多くなり施設入所希望
の待機者も増加している。また、ﾆｰｽﾞも多様化してきており、利用者及び介
護する家族が満足できるｻｰﾋﾞｽを提供する施設の充実が求められている。

判 定 判 定 に 至 っ た 理 由

Ｂ 介護保険施設の運営について、施設としての必要性は十分認められるが、効率やコスト面か
ら民営化等の検討が必要と考える。
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